
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。     ⑦ページ ②ページ   「犬のフン」は、飼い主が持ち帰りましょう。 

   ②不妊治療費を助成します    

 笠間市では、不妊治療を受けているご夫婦

の経済的負担の軽減を図るため、費用の一部

を助成しています。 

対象治療 体外受精、顕微授精 

補助対象者 下記のすべてに当てはまる方 

 (1)法律上の婚姻をしていること 

 (2)夫婦の双方または一方が、市内に引き 

   続き 1 年以上住所を有していること 

 (3)特定不妊治療以外に妊娠が望めないと 

   医師が判断していること 

 (4)茨城県が指定する医療機関において実 

   施する特定不妊治療であること 

 (5)茨城県不妊治療費補助金の交付決定を 

   受けていること 

 (6)市税を完納していること 

補助金額 特定不妊治療 1 回につき 10 万円 

補助期間 1年当たり2回を限度に通算5年

間補助します。 

※詳細は、お問い合わせください。 

申・問 健康増進課（内線 592）    

友部保健センター ℡ 0296-77-9145 

笠間保健センター ℡ 0296-72-7711 

岩間保健センター ℡ 0299-45-7888 

 

 

③水辺の事故や、草刈などの事故に注意

毎年、4 月から 9 月にかけては、農作業が

盛んになるため水路やため池、川（取水堰）

等の水位が高くなります。場所によっては水

深が 1 メートル以上になる場合もあり、大変

危険です。 

これから夏休みに向かい、子どもたちのこ

のような場所での痛ましい事故を未然に防

ぐため、遊ばないよう家族で話し合いをお願

いします。また、こうした場面を見かけまし

たら、お声がけをお願いします。 
 

また、雑草が青々と繁茂する季節となり、

各地区や水利組合等の共同草刈作業中にお

ける思いがけない事故が多発しています。特

に刈払機を使用の際には、充分な間隔を取り

細心の注意を払って、安全な作業を行ってく

ださい。 
 

問 農村整備課（内線 533） 

笠間市土地改良事業運営協議会   

℡ 0299-45-0530 

  霞ヶ浦用水土地改良区 

℡ 0296-43-0885 

  石岡台地土地改良区 

   ℡ 0299-26-7261 

 

           ④道路への枝の張り出し、倒木について            

 現在、車道や歩道の一部において、樹木の張り出しや雑草などの繁茂による通行の妨げや、防

犯上危険な箇所が見受けられます。 

枝の張り出し、倒木が原因で車両や歩行者に事故が発生した場合、当該樹木の所有者が責任を

問われる場合がありますのでご注意ください。 

 下記のような状態が見られる樹木の所有者の皆さんは、そのようなトラブルに巻き込まれる事

のないように、樹木の伐採または枝払いをお願いします。 

 なお、今後とも普段の管理はもとより、強風や大雨の後には特に注意されるようご協力願います。

①樹木の枝や生け垣が、車道や歩道に張り出している。 

②枯れ木や折れ枝などによる通行障害がある（またはその恐れがある）。 

③竹林の繁茂による通行障害がある（またはその恐れがある）。 
 

※作業時の注意事項 

1．電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合がありますので、事前に最寄りの東京電 

  力(株)またはＮＴＴ各支店に連絡し、立会いのもとで行ってください。 

2．作業にあたっては、通行する車両・自転車および歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止 

  などに十分ご配慮ください。 

3．道路交通を止めて作業をする場合は、笠間警察署へ道路交通法の手続きが必要になりますの 

  でご相談ください。 
 

問 管理課（内線 580・581） 

 

 

            ⑯市内施設見学会の参加者を募集             

 笠間市福祉施設協働事業連絡協議会では、住民の皆さんに保健・福祉施設を理解していただく

ため、保健・福祉施設の協力により、市内の施設見学会を実施します。 

日程 

コース 日時 集合場所 見学施設 

Ａ 
8月22日

（月） 

友部社会福

祉会館前 

8:50 集合 

宍戸苑、シルバービィレッジ、グループホームあさがお、ケ

アレジデンス デイサービスセンターともべ 

Ｂ 
8月29日

（月） 

笠間市民体

育館前 

8:50 集合 

ケアハウスかさま、ヴィレッジかさま、ケアホーム夢くらぶ、

シルバーパークはこだ、佐白の館 

Ｃ 
9 月 5 日

（月） 

岩間保健セ

ンター前 

8:50 集合 

あたごナーシングビラ、ケアレジデンス デイサービスセン

ターいわま、グループホームれんぎょう、グリーンハウスと

もべ 

Ｄ 
9月12日

（月） 

笠間市民体

育館前 

8:50 集合 

地域活動センター「光」、笠間シルバーケアセンター「パル」、

すみれ、愛の里、かさまグリーンハウス 

対象 市内在住の方 

参加人数 いずれも 20 名 

参加費 いずれも 800 円（当日徴収） 

申・問 社会福祉協議会 本所・友部支所 ℡ 0296-77-0730 

            笠間支所 ℡ 0296-73-0084  岩間支所 ℡ 0299-45-7889 

    ⑰化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の受講者を募集     

期日および会場 

期日 時間 会場 所在地 

8 月 24 日（水） 午前 9 時～午後 5 時 

8 月 25 日（木） 午前 9 時～午後 6時 05 分 

8 月 26 日（金） 午前 9 時～午後 5 時 

茨城県 JA 会館 

分館 2 階 
水戸市梅香 1-5-5 

受講資格 化学設備の取扱いの作業に 5 年以上従事した経験を有する方 

     （労働安全衛生法施行令第 9 条の 3第 1 号の化学設備） 

申込期間 8 月 8 日（月）～12 日（金）午前 9時 30 分～午後 4時 30 分 

受講料 15,700 円（テキスト代含む） 

申込方法 ①直接協会に申込み。申込書・受講料を持参の上、お申し込みください。 

     ②郵送での申込み。申込書・受講料を現金書留で送付してください。 

※郵便振替での支払いも可能です。 

※代理人の申込みはできますが、電話でのお申込みはできません。 

※詳細はお問い合わせください。 

申・問 〒310-0022 水戸市梅香 1-5-5 茨城県 JA 会館分館 3 階 

（社）日本ボイラ協会茨城支部 ℡ 029-225-6185 


